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○常総市空家等対策の推進に関する条例施行規則 

平成２９年３月１７日 

規則第７号 

改正 平成３０年１２月２８日規則第１６号 

常総市空き家等の適正管理に関する条例施行規則（平成２５年常総市規則第２

８号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第

１２７号。以下「法」という。）及び常総市空家等対策の推進に関する条例（平

成２９年常総市条例第７号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（空家等調査台帳） 

第２条 市長は，法第９条第１項の規定により空家等の調査を行ったときは，当

該空家等について，空家等調査台帳（様式第１号）を作成するものとする。 

２ 前項の空家等調査台帳は，同項の規定にかかわらず，電磁的記録（電子的方

式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

をもって作成することができる。 

（立入調査の通知又は公告） 

第３条 法第９条第３項の規定による通知は，立入調査実施通知書（様式第２号）

を交付することにより行うものとする。 

２ 条例第８条の規定による公告は，次に掲げる事項を行うものとする。 

(1) 空家等の所在地及び用途等 

(2) 立入調査を行おうとする日時 

(3) 立入調査の趣旨及び内容 

(4) 前３号に掲げるもののほか必要な事項 

３ 前項の公告は，次に掲げる方法により行うものとする。 
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(1) 常総市公告式条例（昭和３９年水海道市条例第３３号）第２条第２項に規

定する掲示場（以下「掲示場」という。）への掲示 

(2) 市のホームページへの掲載 

(3) 前２号に掲げるもののほか市長が適当と認める方法 

（身分を示す証明書） 

第４条 法第９条第４項の身分を示す証明書は，立入調査員証（様式第３号）と

する。 

（助言及び指導） 

第５条 法第１４条第１項の規定による助言は，口頭により行うものとする。た

だし，必要に応じて，書面を交付することにより行うことを妨げない。 

２ 法第１４条第１項の規定による指導は，指導書（様式第４号）を交付するこ

とにより行うものとする。 

（勧告） 

第６条 法第１４条第２項の規定による勧告は，勧告書（様式第５号）を交付す

ることにより行うものとする。 

２ 前項の場合において，勧告に付す履行期限は，３０日とする。ただし，当該

勧告に係る特定空家等の状態に応じ，これを短縮し，又は延長することができ

る。 

（命令） 

第７条 法第１４条第３項の規定による命令は，命令書（様式第６号）を交付す

ることにより行うものとする。 

２ 前条第２項の規定は，前項の命令について準用する。 

（意見陳述の機会の付与等） 

第８条 法第１４条第４項の通知書は，命令に係る事前の通知書（様式第７号）

とする。 

２ 前項の通知書の交付を受けた所有者等又はその代理人は，法第１４条第４項

の意見書を提出しようとするときは，当該交付のあった日の翌日から起算して
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１４日以内に，意見書（様式第８号）により行わなければならない。 

３ 法第１４条第５項の規定による公開による意見の聴取の請求は，意見聴取請

求書（様式第９号）を提出することにより行うものとする。 

４ 法第１４条第７項の規定による通知は，意見聴取通知書（様式第１０号）を

交付することにより行うものとし，同項の規定による公告については，第３条

第３項の規定を準用する。 

（代執行に係る文書） 

第９条 法第１４条第９項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法

（昭和２３年法律第４３号）の規定による次の各号に掲げる文書は，当該各号

に定めるところによる。 

(1) 行政代執行法第３条第１項の規定による戒告の文書 戒告書（様式第１１

号） 

(2) 行政代執行法第３条第２項の代執行令書 代執行令書（様式第１２号） 

(3) 行政代執行法第４条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票 

執行責任者証（様式第１３号） 

（略式代執行に係る公告） 

第１０条 法第１４条第１０項後段の規定による公告は，掲示場へ掲示し，かつ，

その掲示があったことを官報に掲載することにより行うものとする。ただし，

市長が相当と認めるときは，官報への掲載に代えて，市の広報紙及びホームペ

ージへの掲載によって行うことができる。 

２ 第６条第２項の規定は，法第１４条第１０項後段の規定により定める相当の

期限について準用する。 

（命令に係る公示） 

第１１条 法第１４条第１１項の標識の設置は，当該標識に明示する命令に係る

特定空家等の敷地内であって，敷地外の周辺から見やすい位置に特定空家等に

対する措置命令に関する標識（様式第１４号）を掲げることにより行うものと

する。 
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２ 第３条第３項の規定は，法第１４条第１１項の規定による標識の設置以外の

公示について準用する。 

（協議会の会長） 

第１２条 常総市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）に会長を置き，

委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

３ 会長が欠けたとき，又は会長に事故があるときは，あらかじめ会長の指名す

る委員がその職務を代理する。 

（協議会の会議） 

第１３条 協議会の会議は，会長が招集し，その議長となる。 

２ 会長は，必要があると認めるときは，会議に協議会の委員以外の者の出席を

求め，その説明若しくは意見を聴き，又は資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第１４条 協議会の委員は，職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も，同様とする。 

（庶務） 

第１５条 協議会の庶務は，空家等の対策を所管する課において処理する。 

（危険回避措置に関する同意） 

第１６条 条例第９条第１項の規定による所有者等の同意は，同意書（様式第１

５号）によるものとする。 

（補則） 

第１７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年規則第１６号） 

この規則は，公布の日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

様式第９号（第８条関係） 

様式第１０号（第８条関係） 

様式第１１号（第９条関係） 

様式第１２号（第９条関係） 

様式第１３号（第９条関係） 

様式第１４号（第１１条関係） 

様式第１５号（第１６条関係） 

 


